
 

  

平成 28年５月６日 

 

各 位 

ファンド名 ｉシェアーズ JPX日経 400 ETF 

コード番号 １３６４ 

管理会社名 ブラックロック・ジャパン株式会社 

代表者名   代表取締役会長 井澤 𠮷𠮷幸 

問合せ先   業務部 加藤 淳一郎（TEL.03-6703-4935） 

 

上場投資信託の約款変更のお知らせ 
 

当社を委託者とする上場投資信託について、下記の通り約款変更を行うことをお知らせいたします。 

 

記 

 

１. ファンド名（コード番号） 「iシェアーズ JPX日経400 ETF」(１３６４) 

２.変更の内容  受益権の取得申込み時の株式および金銭の引渡し、なら

びに交換時の振替受益権の抹消申請が所定の期間内に行

なわれなかった場合の対応措置として、「金銭信託を設

定する方法」に替えて、「取得申込みおよび交換請求を

取消す方法」を用いるため、約款に所要の変更を行ない

ます。 

 受託者における分配金支払業務の見直しを行ないます。

分配金の支払期日を繰上げることが可能であると判断

し、受益者の利便性を高めるため、当該変更を行ないま

す。 

 信託終了の際の株式と受益権の交換等の具体的な対応を

新たに約款に規定いたします。 

 租税特別措置法施行令の改正に伴い、約款に所要の変更

を行ないます。 

 その他、規定の移設を含む約款の整備を行ないます。 

 

（本信託約款の変更内容の詳細については、別添の新旧対照

表をご参照ください。） 

 

上記につきましては、重大な約款変更には該当しないた

め、書面による決議は行なっていません。 

３.届出の予定日 平成28年５月９日 

４.約款変更日 平成28年５月10日 

 

以上 



 

約款 新旧対照表 

 

追加型証券投資信託 「iシェアーズ JPX日経 400 ETF」 

 

新 旧 

－ 運用の基本方針 － 

１．基本方針 

この投資信託は、主としてJPX日経インデックス

400（以下「対象指数」といいます。）に採用されて

いる銘柄の株式に投資することにより、基準価額が対

象指数の動きと高位に連動することを目指します。 

 

２．運用方法 

(１)投資対象 

投資対象有価証券は、主として対象指数に採用さ

れている銘柄および採用が決定された銘柄の株式とし

ます。 

 

(２)投資態度 

① 対象指数の動きと高位に連動することを目指した

運用を行ないます。 

② 次の場合には、組入銘柄の調整を行ないます。 

・対象指数採用銘柄に変更または採用銘柄の

指数構成比率の修正が行なわれた場合もしく

は当該修正が公表された場合 

・対象指数の計算方法が変更された場合 

（以下省略） 

③（省略） 

④ 資金動向、市況動向、残存信託期間等によって

は、上記のような運用ができない場合がありま

す。 

 

(３)投資制限 

①（省略） 

② 委託者が投資することを指図する株式、新株引受

権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所

に上場している（上場予定を含みます。）または

店頭売買有価証券登録原簿に登録（登録予定を含

みます。）されている銘柄のうち、対象指数に採

用されている銘柄の株式および採用が決定された

銘柄の株式の発行会社の発行するものとします。

ただし、株主割当により取得する株式について

は、この限りではありません。なお、対象指数に

から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速や

かに売却することを基本としますが、当該銘柄の

流動性等によっては、速やかに売却できない場合

があります。 

③、④（省略） 

（削除） 

－ 運用の基本方針 － 

１．基本方針 

この投資信託は、主としてJPX日経インデックス

400（以下「JPX日経400」といいます。）に採用されて

いる銘柄の株式に投資することにより、基準価額が同

指数の動きと高位に連動することを目指します。 

 

２．運用方法 

(１)投資対象 

投資対象有価証券は、主としてJPX日経400に採用

されている銘柄および採用が決定された銘柄の株式と

します。 

 

(２)投資態度 

① JPX日経400の動きと高位に連動することを目指し

た運用を行ないます。 

② 次の場合には、組入銘柄の調整を行ないます。 

・JPX日経 400採用銘柄に変更または採用銘柄

の指数構成比率の修正が行なわれた場合もし

くは当該修正が公表された場合 

・JPX日経 400の計算方法が変更された場合 

（以下省略） 

③（省略） 

④ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような

運用ができない場合があります。 
 

(３)投資制限 

①（省略） 

② 委託者が投資することを指図する株式、新株引受

権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所

に上場している（上場予定を含みます。）または

店頭売買有価証券登録原簿に登録（登録予定を含

みます。）されている銘柄のうち、JPX日経400に

採用されている銘柄の株式および採用が決定され

た銘柄の株式の発行会社の発行するものとしま

す。ただし、株主割当により取得する株式につい

ては、この限りではありません。なお、JPX日経

400から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し

速やかに売却することを基本としますが、当該銘

柄の流動性等によっては、速やかに売却できない

場合があります。 

③、④（省略） 

⑤ 同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を

行なうすべての証券投資信託につき信託財産とし



 

 

 

 

 

 

３．収益分配方針 

年２回の毎決算時（原則として２月９日および８月９

日）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付有

価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支

払利息を控除した額をいいます。）の全額を分配する

ことを原則とします。 

 

て有する当該株式の総数が、当該株式の発行済み

総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えること

となる場合においては、信託財産をもって取得す

ることを受託者に指図しないものとします。 

３．収益分配方針 

① 約款第42条に基づき、収益の分配を行ないます。 

② 収益分配金の支払いは、名義登録によって受益者

を確定する方法で行なわれます。 

 

[当初受益権の価額] 

第10条 当初信託設定時に発行される受益権の価額

は、１口につき信託契約締結の前営業日のJPX日

経インデックス400（以下「対象指数」といいま

す。）の終値に１円を乗じた金額の１円未満を四

捨五入した額とします。 

 

[当初受益権の価額] 

第10条 当初信託設定時に発行される受益権の価額

は、１口につき信託契約締結の前営業日のJPX日

経400の終値に１円を乗じた金額の１円未満を四

捨五入した額とします。 

 

[受益権の設定に係る受託者の通知] 

第16条 受託者は、信託契約締結時に係るポートフォ

リオ･コンポジション･ファイル（１クリエーショ

ン・ユニット相当の口数を取得するために必要

な、対象指数を構成する各銘柄の株式として委託

者が指定するものに相当する株式および金銭。以

下「ＰＣＦ」といいます。)について、受入れま

たは振替済の通知を受けた場合には、振替機関に

対し当初設定が行なわれた旨の通知するものとし

ます。 

②（省略） 

 

[受益権の設定に係る受託者の通知] 

第16条 受託者は、信託契約締結時に係るポートフォ

リオ･コンポジション･ファイル（１クリエーショ

ン・ユニット相当の口数を取得するために必要

な、JPX日経400を構成する各銘柄の株式として委

託者が指定するものに相当する株式および金銭。

以下「ＰＣＦ」といいます。)について、受入れ

または振替済の通知を受けた場合には、振替機関

に対し当初設定が行なわれた旨の通知するものと

します。 

②（省略） 

 

[受益権の申込単位および申込価額] 

第17条（省略） 

②～④（省略） 

⑤ 第１項の場合、委託者は取得申込日の本約款付表

に定める時刻までに対象指数を構成する各銘柄の

株式として委託者が指定するものに相当する株式

および金銭と交換でクリエーション・ユニットの

整数倍に相当する口数の受益権の取得申込みを受

付けます。 

⑥ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基

準価額とします。なお、指定参加者は、個別に定

める取次ぎ手数料および当該取次ぎ手数料に係る

消費税等に相当する金額を徴することができるも

のとします。 

 

 

 

[受益権の申込単位および申込価額] 

第17条（省略） 

②～④（省略） 

⑤ 第１項の場合、委託者は取得申込日の本約款付表

に記載する時刻までにJPX日経400を構成する各銘

柄の株式として委託者が指定するものに相当する

株式および金銭と交換でクリエーション・ユニッ

トの整数倍に相当する口数の受益権の取得申込み

を受付けます。 

⑥ 第１項の場合の受益権の価額は、取得申込日の基

準価額とします。なお、受託者は、取得申込みに

係る手数料および当該手数料に係る消費税および

地方消費税（以下「消費税等」といいます。）を

徴することができるものとします。さらに、指定

参加者は、個別に定める取次ぎ手数料および当該

取次ぎ手数料に係る消費税等に相当する金額を徴

することができるものとします。 



 

 

⑦ 第１項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号

の期日および期間については、受益権の取得申込

みに応じないことがあります。この場合は、ＰＣ

Ｆを提示しません。 

１. 、２.（省略） 

３. 対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の

各々前営業日から翌営業日までの間 

４. 対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数の

変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの間 

５. 対象指数構成銘柄の株式移転および合併等による

当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株式

移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指数への

採用日の翌営業日までの間 

６. 対象指数構成銘柄の売買停止日 

７.（省略） 

⑧ 第１項の規定にかかわらず、第５項に規定する各

銘柄の株式に指定参加者もしくは取得申込者が発

行した株式またはその親会社（会社法第２条第１

項第４号に規定する親会社をいいます。以下同

じ。）が発行した株式が含まれる場合には、指定

参加者もしくは取得申込者はこれに代えて当該株

式に相当する金銭およびこれを当該信託財産にお

いて取得するために必要な経費に相当する金銭を

もって当該一定口数の受益権を取得するものとし

ます。また、第５項に規定する各銘柄の評価額が

交付される当該一定口数の受益権の評価額に満た

ない場合には、その差額に相当する部分に限り金

銭をもって充当するものとします。 

⑨～⑫（省略） 

⑬ 指定参加者は、委託者の指定する期限（以下「引

渡期限」といいます。）までに当該取得申込みに

必要な株式および金銭を受託者に引渡すものとし

ます。 

 

⑭ 委託者は、指定参加者が受託者に引渡そうとする

株式の評価額が取得申込みに係るクリエーショ

ン･ユニットの整数倍の受益権の価額を上回る場

合には、クリエーション・ユニットを調整するこ

ととします。 

⑮ 指定参加者は、指定参加者もしくは取得申込者

が委託者に引渡すべき取得時のクリエーショ

ン・ユニットを構成する各銘柄および金銭の

全部または一部の引渡し（以下「全部または一

部の引渡し」といいます。）を引渡期限まで

に行なうことが困難であると判断した場合、

直ちに、委託者および受託者にこれを通知する

ものとします。 

 

⑦ 第５項の規定にかかわらず、委託者は、次の各号

の期日および期間については、受益権の取得申込

みに応じないことがあります。この場合は、ＰＣ

Ｆを提示しません。 

１. 、２.（省略） 

３. JPX日経400構成銘柄の配当落日および権利落日の

各々前営業日から翌営業日までの間 

４. JPX日経400構成銘柄の変更実施日および銘柄株数

の変更実施日の各々前営業日から翌営業日までの

間 

５. JPX日経400構成銘柄の株式移転および合併等によ

る当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該株

式移転および合併等に伴う新規銘柄のJPX日経400

への採用日の翌営業日までの間 

６. JPX日経400構成銘柄の売買停止日 

７.（省略） 

⑧ 第１項の規定にかかわらず、第３項に規定する各

銘柄の株式に指定参加者もしくは取得申込者が発

行した株式またはその親会社（会社法第２条第１

項第４号に規定する親会社をいいます。以下同

じ。）が発行した株式が含まれる場合には、指定

参加者もしくは取得申込者はこれに代えて当該株

式に相当する金銭およびこれを当該信託財産にお

いて取得するために必要な経費に相当する金銭を

もって当該一定口数の受益権を取得するものとし

ます。また、第３項に規定する各銘柄の評価額が

交付される当該一定口数の受益権の評価額に満た

ない場合には、その差額に相当する部分に限り金

銭をもって充当するものとします。 

⑨～⑫（省略） 

⑬ 指定参加者は、委託者の指定する期限（以下「引

渡し期限」といいます。）までに当該取得申込み

に必要な株式および金銭を別に定める契約に基づ

き受託者に引渡すものとします。 

⑭ 委託者は、受託者に引渡そうとする株式の評価額

が取得申込みに係るクリエーション･ユニットの

整数倍の受益権の価額を上回る場合には、クリエ

ーション・ユニットを調整することとします。 

⑮ 指定参加者は、指定参加者もしくは取得申込者

が委託者に引渡すべき取得時のクリエーショ

ン・ユニットを構成する各銘柄の一部の引渡

し（以下「一部の引渡し」といいます。）を

引渡し期限までに行なうことができない場合

には、委託者が別に定める方法に基づき、委託

者を経由して受託者に対し引渡しを約する書面

を交付のうえ、指定参加者を「金銭の信託の委

託者」、受託者を「金銭の信託の受託者」、委

託者を「金銭の信託の受益者」とする金銭の信

託を設定するものとします。 



 

 

 

⑯ 委託者は、前項の通知を踏まえ、第 27条に定

める運用の基本方針に沿った運用、受益権の取

得申込み・交換その他この信託の運営に支障を

来すおそれがないものと委託者が認める期間内

に全部または一部の引渡しができないと判断し

た場合は、指定参加者および取得申込者からす

でに受付けた取得申込みの取消しを行なうこと

ができます。 

 

 

 

 

 

⑰ 前項において、全部または一部の引渡しができ

ないことに起因して信託財産その他に損害が生

じた場合には、指定参加者がすべての責を負う

ものとします。 

 

（削除） 

 

⑯ 前項に定める金銭の信託設定以降の委託者が定

める期日までにおいても、受益権の取得申込者

が一部の引渡しを行なうことができない場合

等、当該金銭の信託の信託約款に規定する受益

権行使事由に該当することとなった場合には、

委託者は、当該金銭の信託の信託財産の範囲内

で、(１)受託者に指図を行なうことにより、受

託者をして当該信託財産をもって当該一部の引

渡しの対象銘柄と同種同量の株式を調達させ、

または、(２)当該信託財産をもって、当該一部

の引渡しの対象銘柄と同種同量の株式を調達し

たうえ、当該株式を受託者に引渡すものとしま

す。 

⑰ 委託者は、受託者が第 13項に規定する株式の

引渡しを受けたこと、または第 15項に規定す

る金銭の信託の設定を確認したうえで、指定参

加者または指定参加者を通じて取得申込者に受

益権を交付するものとします。 

⑱ 取得申込者が一部の引渡しを行うことができな

い場合には、指定参加者は、当該指定参加者が

申込みの取次を行った取得申込者に対し、各指

定参加者が個別に定める方法により、第 15項

に規定する金銭の信託を設定するための金銭、

その他株式等の引渡しを行うことができないこ

とに起因して発生する費用等を徴することがで

きるものとします。 

 

[運用の指図範囲] 

第21条 (省略) 

１. ～15．（省略） 

16．オプションを表示する証券または証書（金融商品

取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、

有価証券に係るものに限ります。） 

17．～22．（省略） 

なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに

第17号の証券または証書のうち第１号の証券また

は証書の性質を有するものを以下｢株式｣といい、

第２号から第６号までの証券および第12号ならび

に第17号の証券または証書のうち第２号から第６

号までの証券の性質を有するものを以下｢公社債｣

といい、第13号の証券および第14号の証券を以下

｢投資信託証券｣といいます。 

②、③（省略） 

[運用の指図範囲] 

第21条 (省略) 

１. ～15．（省略） 

（新設） 

 
 

16．～21．（省略） 

なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに

第16号の証券または証書のうち第１号の証券また

は証書の性質を有するものを以下｢株式｣といい、

第２号から第６号までの証券および第12号ならび

に第16号の証券または証書のうち第２号から第６

号までの証券の性質を有するものを以下｢公社債｣

といい、第13号の証券および第14号の証券を以下

｢投資信託証券｣といいます。 

②、③（省略） 

 



 

[運用の権限委託] 

第24条 （省略） 

② 株式の貸付を行なう場合、前項の委託を受けた者

が受ける報酬は、第41条の２に基づいて受ける報

酬から支弁するものとし、その報酬額について

は、委託者、当該委託を受けた者および受託者と

の間で別に定めるものとします。 

 

③（省略） 

（削除） 

 

[運用の権限委託] 

第24条 （省略） 

② 株式の貸付を行なう場合、委託者、前項の委託を

受けた者および受託者は、株式の貸付による収益

の総額に100分の50以内の率を乗じて得た金額を

報酬として受取るものとします。当該報酬は、毎

月、信託財産中から支弁するものとし、委託者、

前項の委託を受けた者および受託者との間の配分

は別に定めます。 

③（省略） 

④ 第２項のうち委託者および受託者の報酬に係る消

費税等に相当する金額は、当該報酬より支弁しま

す。 

 

[有価証券等の売却の指図] 

第34条 委託者は、信託財産に属する有価証券等の売

却等の指図ができます。 

 

[株式の売却の指図] 

第34条 委託者は、信託財産に属する株式の売却の指

図ができます。 

 

[有価証券の貸付に係る報酬] 

第41条の２ 前条に規定する信託報酬とは別に、有価

証券の貸付を行なう場合には、委託者、第24条第

１項の委託を受けた者および受託者は、有価証券

の貸付による収益の総額に100分の50以内の率を

乗じて得た金額を報酬として受け取るものとし、

当該報酬は毎月、信託財産中から支弁するものと

します。委託者、第24条第１項の委託を受けた者

および受託者との間の配分は別に定めます。 

② 第１項のうち委託者および受託者の報酬に係る消

費税等に相当する金額は、当該報酬より支弁しま

す。 

 

（新設） 

[受益者名簿の作成と名義登録] 

第43条 受託者は、この信託に係る受益者名簿を作成

し、第８条の受益者について、その氏名もしくは

名称、住所もしくは所在地および個人番号（行政

手続きにおける特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個

人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号

（同条第15項に規定する法人番号をいいます。個

人番号または法人番号を有しない者または当該収

益分配金につき租税特別措置法第９条の３の２第

１項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受

ける者にあっては、氏名または名称および住所ま

たは所在地とします。以下同じ。）、その他受託

者が定める事項を、受益者名簿に名義登録するも

のとします。 

 

②  受託者は、計算期間終了日において、社振法等

関係法令、諸規則等に基づき、振替機関より通知

[名義登録と収益分配金の支払い] 

第43条 収益分配金は、計算期間終了日において氏名

もしくは名称、住所もしくは所在地および個人番

号（行政手続きにおける特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号をいいます。以下同じ。）または

法人番号（同条第15項に規定する法人番号をいい

ます。個人番号または法人番号を有しない者にあ

っては、氏名または名称および住所または所在地

とします。以下同じ。）が受託者に登録されてい

る者（以下「名義登録受益者」といいます。）を

当該計算期間終了日における収益分配金受領権者

とし、当該名義登録受益者に支払います。 

 

 

 

（新設） 
 



 

を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座

簿に記載または記録された受益権に係る受益者と

して、その氏名または名称、住所または所在地お

よび個人番号または法人番号その他受託者の定め

る事項を受益者名簿に登録するものとします。な

お、受託者は他の証券代行会社等、受託者が適当

と認める者と委託契約を締結し、受益者名簿の作

成および受益者名簿への名義登録を委託すること

ができます。 

③ 受益者は、この信託の受益権が上場されている

金融商品取引所の会員（口座管理機関であるもの

に限ります。以下同じ。）を経由して第１項の受

益者名簿に名義を登録することを請求することが

できます。この場合、当該会員は、当該会員が個

別に定める手数料および当該手数料に係る消費税

等に相当する金額を徴することができるものとし

ます。ただし、証券金融会社等は前項に規定する

登録を受託者（受託者が第１項において受益者名

簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）

に対して直接に行なうことができます。 

（削除） 

 

 

④（省略） 

（削除） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 受益者は、原則として前項に規定する登録をこ

の信託の受益権が上場されている金融商品取引所

の会員（口座管理機関であるものに限ります。以

下同じ。）を経由して行なうものとします。この

場合、当該会員は、当該会員が個別に定める手数

料および当該手数料に係る消費税等に相当する金

額を徴することができるものとします。ただし、

証券金融会社等は前項に規定する登録を受託者に

対して直接に行なうことができます。 
 
 
③ 社振法関係法令等に基づき振替機関等の振替口

座簿に記載または記録されている受益権の名義登

録の手続きは、本約款付表に定めるところにより

ます。 

④（省略） 

⑤ 第１項に規定する収益分配金の支払いは、毎計

算期間終了後から２ヶ月以内の委託者の指定する

日から配当金領収証作成基準に基づく配当金領収

証により行なうこととします。ただし、委託者が

定める一定口数以上の受益権を有する受益者に対

しては、第１項に規定する登録の際に受益者が予

め指定する預金口座に当該収益分配金を振り込む

方式により行なうことができるものとします。 

 

[収益分配金の支払い] 

第43条の２ 収益分配金は、計算期間終了日において

第43条の受益者名簿に名義登録されている者を計

算期間終了日現在における受益者（以下「名義登

録受益者」といいます。）とし、当該名義登録受

益者に支払います。 

② 前項に規定する収益分配金の支払いは、原則とし

て、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委

託者の指定する日に、名義登録受益者があらかじ

め指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込

む方式または同日から分配金領収証等により行な

うものとします。なお、名義登録受益者が第43条

第３項に規定する金融商品取引所の会員と別途収

益分配金の取扱いにかかる契約を締結している場

合は、当該契約に従い支払われるものとします。 

③ 受託者は、収益分配金の支払いについて、第43条

第２項の規定に基づいて受益者名簿の作成を委託

した者にこれを委託することができます。 

（新設） 



 

 

[収益分配金の委託者への交付と支払いに関する受託

者の免責] 

第44条 受託者は、第43条の２第２項に規定する支払

開始日から５年経過した後に、収益分配金の未払

残高があるときは、当該金額を委託者に交付する

ものとします。 

②（省略） 

 

[収益分配金の委託者への交付と支払いに関する受託

者の免責] 

第44条 受託者は、支払開始日から５年経過した後

に、収益分配金の未払残高があるときは、当該金

額を委託者に交付するものとします。 

 

②（省略） 

 

[収益分配金ならびに信託終了時の交換有価証券等お

よび買取代金に関する時効] 

第45条 受益者が収益分配金については第43条の２第

２項に規定する支払開始日から５年間その支払い

を請求しないときは、その権利を失い、委託者が

受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属し

ます。 

② 受益者が、信託終了による交換による有価証券お

よび金銭については信託終了日から、買取につい

てはその支払開始日から、それぞれ10年間その受

渡しを請求しないときは、その権利を失い、委託

者に帰属します。 

 

[収益分配金および交換に関する時効] 
 

第45条 受益者が収益分配金については第43条第5項

に規定する支払開始日から5年間その支払いを請

求しないときは、その権利を失い、委託者が受託

者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属しま

す。 

② 信託終了による交換については第47条第３項に規

定する交換開始日から10年間その交換を請求しな

いときは、その権利を失い、委託者に帰属しま

す。 

 

[交換請求] 

第46条 指定参加者および指定参加者が指定する一定

口数以上の交換請求を行なう受益者（以下「交換

請求者」といいます。）は、委託者または指定参

加者に対し、交換請求受付日の委託者が本約款付

表に定める時刻までに、受益権の価額に相当する

株式を時価評価した金額の合計の振替受益権をも

って、当該請求に係る受益権と、当該株式との交

換（以下「交換」といいます。）を請求すること

ができます。 

②～⑤（省略） 

１. 、２.（省略） 

３. 対象指数構成銘柄の配当落日および権利落日の

各々前営業日から翌営業日までの間 

４. 対象指数構成銘柄の変更実施日および銘柄株数

の変更実施日の各々前営業日から翌営業日まで

の間 

 

５. 対象指数構成銘柄の株式移転および合併等によ

る当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当該

株式移転および合併等に伴う新規銘柄の対象指

数への採用日の翌営業日までの間 

６. 対象指数構成銘柄の売買停止日 

７. （省略） 

⑥ 第１項に定める受益権の価額は、交換請求受付日

の基準価額とします。また、指定参加者は個別に

定める取次ぎ手数料および当該手数料に係る消費

[交換請求] 

第46条 指定参加者および指定参加者が指定する一定

口数以上の交換請求を行なう受益者（以下「交換

請求者」といいます。）は、委託者または指定参

加者に対し、交換請求受付日の委託者が本約款付

表に記載する時刻までに、受益権の価額に相当す

る株式を時価評価した金額の合計の振替受益権を

もって、当該請求に係る受益権と、当該株式との

交換（以下「交換」といいます。）を請求するこ

とができます。 

②～⑤（省略） 

１. 、２.（省略） 

３. JPX日経400構成銘柄の配当落日および権利落日

の各々前営業日から翌営業日までの間 

４. JPX日経400構成銘柄の変更実施日および銘柄株

数の変更実施日の各々前営業日から翌営業日ま

での間 

５. JPX日経400構成銘柄の株式移転および合併等に

よる当該銘柄の上場廃止日の前営業日から、当

該株式移転および合併等に伴う新規銘柄のJPX

日経400への採用日の翌営業日までの間 

６. JPX日経400構成銘柄の売買停止日 

７. （省略） 

⑥ 第１項に定める受益権の価額は、交換請求受付日

の基準価額とします。なお、受託者は、当該交換

に係る手数料および当該手数料に係る消費税等を

徴することができるものとします。また、指定参



 

税等に相当する金額を徴することができるものと

します。 

 

 

⑦～⑩（省略） 

⑪ 前項の規定により、交換請求の受付を中止したと

き、当該受付中止以前に受付け、かつ、委託者

が、受付の取消しを行なわない場合の交換の価額

は、当該受付停止を解除した後の最初の基準価額

の計算日に交換の請求を受付けたものとして、第

６項の規定に準じて計算されたものとします。 

⑫（省略） 

加者は個別に定める取次ぎ手数料および当該手数

料に係る消費税等に相当する金額を徴することが

できるものとします。 

⑦～⑩（省略） 

⑪ 前項の規定により、交換請求の受付を中止したと

き、当該受付中止以前に受付、かつ、委託者が、

受付の取消しを行なわない場合の交換の価額は、

当該受付停止を解除した後の最初の基準価額の計

算日に交換の請求を受付けたものとして、第６項

の規定に準じて計算されたものとします。 

⑫（省略） 

 

[交換の指図等] 

第47条（省略） 

② 前項の規定にかかわらず、交換の請求を行なった

指定参加者および交換請求者が、対象指数構成銘

柄である株式の発行会社またはその子会社（会社

法第２条第１項第３号に規定する子会社をいいま

す。）である場合には、委託者は、交換必要口数

から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に相

当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買

単位の整数倍となる株式（当該発行会社の株式を

除きます。）を交換するよう指図するものとしま

す。この場合の個別銘柄時価総額は、法令および

一般社団法人投資信託協会規則に従って得た時価

から当該株式売却に係る経費に相当する金額とし

て当該時価総額に別に定める率を乗じて得た額を

控除した額とします。 

③～⑤（省略） 

⑥ 指定参加者は、指定参加者もしくは交換請求者

が抹消の申請をすべき振替受益権の全部また

は一部につき抹消の申請が委託者の指定する

期限までに振替機関に受付けられることが困難

であると判断した場合、直ちに、委託者および

受託者にこれを通知するものとします。 

 

 

 

⑦ 委託者は、前項の通知を踏まえ、第 27条に定

める運用の基本方針に沿った運用、受益権の取

得申込み・交換その他この信託の運営に支障を

来すおそれがないものと委託者が認める期間内

に振替受益権の全部または一部の抹消の申請が

振替機関に受付けられないと判断した場合は、

指定参加者および交換請求者から受付けた交換

請求を取り消すことができます。 

 

 

 

 

[交換の指図等] 

第47条（省略） 

② 前項の規定にかかわらず、交換の請求を行なった

指定参加者および交換請求者が、JPX日経400構成

銘柄である株式の発行会社またはその子会社（会

社法第２条第１項第３号に規定する子会社をいい

ます。）である場合には、委託者は、交換必要口

数から当該発行会社の株式の個別銘柄時価総額に

相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売

買単位の整数倍となる株式（当該発行会社の株式

を除きます。）を交換するよう指図するものとし

ます。この場合の個別銘柄時価総額は、法令およ

び一般社団法人投資信託協会規則に従って得た時

価から当該株式売却に係る経費に相当する金額と

して当該時価総額に別に定める率を乗じて得た額

を控除した額とします。 

③～⑤（省略） 

⑥ 指定参加者は、指定参加者もしくは交換請求者

が抹消の申請をすべき振替受益権の一部につ

き抹消の申請が振替機関に受付けられない場

合は、委託者が別に定める方法に基づき、委託

者を経由して受託者に対し振替受益権の抹消を

約する書面を交付のうえ、指定参加者を「金銭

の信託の委託者」、受託者を「金銭の信託の受

託者」、委託者を「金銭の信託の受益者」とす

る金銭の信託を設定するものとします。 

⑦ 前項に定める金銭の信託設定以降の委託者が定

める期日までにおいても、指定参加者または交

換請求者が一部の振替受益権の抹消を行なうこ

とができない場合等、当該金銭の信託の信託約

款に規定する受益権行使事由に該当することと

なった場合には、委託者は、当該金銭の信託の

信託財産の範囲内で、(１)受託者に指図を行な

うことにより、受託者をして当該信託財産をも

って当該一部の抹消の対象となる振替受益権を

調達させ、または、(２)当該信託財産をもっ

て、一部の抹消の対象となる振替受益権を調達



 

 

⑧ 前項において、振替受益権の抹消の申請ができ

ないことに起因して信託財産その他に損害が生

じた場合には、指定参加者がすべての責を負う

ものとします。 

 

 

（削除） 

したうえ、当該振替受益権の抹消の申請を振替

機関に対して行なうものとします。 

⑧ 委託者は、指定参加者または交換請求者が抹消

すべき振替受益権の振替口座からの抹消が完了

したこと、または第６項に規定する金銭の信託

の設定を確認したうえで、指定参加者または指

定参加者を通じて交換請求者に株式を交付する

ものとします。 

⑨ 交換請求者が一部の振替受益権の抹消を行なう

ことができない場合には、指定参加者は、当該

指定参加者が交換請求の取次を行なった交換請

求者に対し、各指定参加者が個別に定める方法

により、第６項に規定する金銭の信託を設定す

るための金銭、その他振替受益権の抹消を行な

うことができないことに起因して発生する費用

等を徴することができるものとします。 

 

[受益権の買取り] 

第49条 指定参加者は、次の各号に該当する場合で、

受益者の請求があるときは、委託者が本約款付表

に定める時刻までに受付けたものを当日の申込み

として、その受益権を買取ります。ただし、第２

号の場合の請求は、信託終了日の２営業日前まで

とします。 

（以下省略） 

②～⑤（省略） 

 

[受益権の買取り] 

第49条 指定参加者は、次の各号に該当する場合で、

受益者の請求があるときは、その受益権を買取り

ます。ただし、第２号の場合の請求は、信託終了

日の２営業日前までとします。 

 

（以下省略） 

②～⑤（省略） 

 

[信託契約の終了］ 

第52条（省略） 

② 委託者は、第６条の規定により受益権を上場した

すべての金融商品取引所において上場廃止になっ

たとき、または対象指数が廃止されたときは、受

託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託

を終了させることができます。この場合におい

て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨

を監督官庁に届出ます。 

③～⑥（省略） 

 

[信託契約の終了］ 

第52条（省略） 

② 委託者は、第６条の規定により受益権を上場した

すべての金融商品取引所において上場廃止になっ

たとき、またはJPX日経400が廃止されたときは、

受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信

託を終了させることができます。この場合におい

て、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨

を監督官庁に届出ます。 

③～⑥（省略） 

 

[信託終了時の交換等] 

第53条 委託者は、この信託が終了することとなった

ときは、クリエーション・ユニットの整数倍の受

益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信

託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権

として振替口座簿に記載または記録されている振

替受益権と引き換えに交換するものとします。 

 

② 前項の交換は、指定参加者の営業所において行な

うものとします。 

③ 第１項の交換に係る受益権の評価額は信託終了日

[信託終了時の交換等] 

第53条 委託者は、この信託が終了することとなった

ときは、クリエーション・ユニットの整数倍の受

益権を有する受益者に対しては、当該受益権の信

託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権

として振替口座簿に記載または記録されている振

替受益権と引き換えに交換するものとします。こ

の場合、第46条および第47条の規定に準じるもの

とします。 

（新設） 

 



 

の５営業日前の基準価額とします。この場合にお

いて、受益者が交換により取得する個別銘柄の有

価証券の数は、信託終了日の５営業日前の日にお

ける当該有価証券の評価額に基づいて計算された

数とし、取引所売買単位の整倍数とします。 

④ 対象指数に採用されている銘柄の株式の発行会社

等である受益者が、前項の定めによって交換する

場合には、委託者は当該発行会社の株式の個別時

価総額に相当する口数の受益権を買取ることを受

託者に指図します。この場合の個別時価総額は、

信託終了日の４営業日前の寄付き以降成行きの方

法またはこれに準ずるものとして合理的な売却の

方法によって当該株式を売却した額（売却するの

に必要な経費を控除した後の金額）とします。 

⑤ 前項の規定により信託財産が買取った受益権につ

いては、前項の個別時価総額が確定した日から４

営業日目に金銭の交付を行ないます。 

⑥ 指定参加者は、第１項による交換を行なうとき

は、当該受益者から指定参加者が定める手数料お

よび当該手数料に係る消費税等に相当する金額を

徴することができるものとします。 

⑦ 第１項の有価証券の交換は、原則として、交換の

ための振替受益権の抹消の申請が振替機関に受け

付けられたことを受託者が確認した日の翌営業日

から起算して３営業日目から行ないます。 

⑧ 委託者は、信託終了日の４営業日前の日以降、交

換によって抹消されることとなる振替受益権と同

口数の受益権（信託財産が買取った受益権を含み

ます。）を失効したものとして取り扱うことと

し、受託者は、当該受益権に係る振替受益権が交

換有価証券の振替日に抹消済みであることを確認

するものとします。 

⑨ 第１項および第３項の規定にかかわらず、次の各

号の場合には信託終了時の受益権の価額をもと

に、委託者が信託の終了に関して指定する指定参

加者が買取りを行なうことを原則とします。 

１．第１項において、受益者の有する口数から有価

証券の交換に要した口数を控除した後に残余の口

数を生じた場合の残余の口数の振替受益権 

２．第１項における１クリエーション・ユニットに

満たない振替受益権（取引所売買単位未満の振替

受益権を含みます。） 

この場合には、当該指定参加者が個別に定める手数

料および当該手数料に係る消費税等に相当する金額

を徴することができるものとします。 

⑩（省略） 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 
 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 
 

（新設） 

 

 

 
 

 

② 委託者が信託の終了に関して指定する指定参加者

は、１クリエーション・ユニット未満の振替受益

権（取引所単位未満の振替受益権を含みます。）

について買取るものとします。 

 

 

 

 

 

この場合には、当該指定参加者が個別に定める手数

料および当該手数料に対する消費税等に相当する金

額を徴することができるものとします。 

③（省略） 

 

付表 

１．（省略） 

付表 

１．（省略） 



 

２．約款第17条第５項および第46条第１項ならびに第

49条第１項の本約款付表に定める時刻は「午後３

時」とします。 

（削除）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２．約款第17条第５項および第46条第１項の本約款付

表に記載する時刻は「午後３時」とします。 

 

３．約款第43条第３項の本約款付表に定める手続き

は、原則、次の通りとします。 

① 約款43条第３項の受益権は、信託約款第43条第２

項の会員の振替口座簿に口数が記載または記録さ

れることにより、当該振替口座簿に記載または記

録された口数に応じた受益権が帰属します。 

② 約款第43条第２項の会員は、計算期間終了日まで

に当該会員に係る上記①の受益者の氏名もしくは

名称、住所もしくは所在地および個人番号もしく

は法人番号その他受託者が定める事項を書面等に

より受託者に届出るものとします。また、届出た

内容に変更が生じた場合は、当該会員所定の方法

による当該受益者からの申出に基づき、当該会員

はこれを受託者に通知するものとします。 

③ 約款第43条第２項の会員は、計算期間終了日現在

の当該会員に係る上記①の受益者の振替機関の定

める事項を（当該会員が直接口座管理機関でない

場合はその上位機関を通じて）振替機関に報告す

るとともに、振替機関は、受益者から受託者に対

して行なう受益者登録の請求を取り次ぐ者とし

て、業務規定等に基づき、これを受託者に通知す

るものとします。 

 

 
 
 


